
 

１ 総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

       

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。

      ２ 職員数は、１8年４月１日現在の人数である。

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

【参考】 地域手当補正後ラスパイレス指数

（平成１８年４月１日現在）

（注） H18.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの

    

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）

    ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

※ 「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与
水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。
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②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

歳 円 歳 円

歳 円 歳 円

歳 円 歳 円

歳 円 歳 円

※

給与×１２月 期末勤勉

円 円 ―

円 円

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成16年～18年の３ヶ年平均）

※賃金構造基本統計調査は、常用労働者10人以上の民間事業所を対象としており、調査対象には1か月以内の雇用期間の者や日々

 雇用労働者で4・5月にそれぞれ18日以上雇用された者、非正規職員等を含む。

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給

 された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。
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   ③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１ 「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間      
    外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
    いて明らかにされているものである。 

     また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、   

    特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

    計算したものである。

（2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）

（注）１ 甲府市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

 （（注）平成１８年に１０級制から８級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ 
   統合）     

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
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在、人事評価制度の試行を実施しており、今後は管理職員から段階的に本格実施を図り、評価結果を昇給区分へ反映させ
ていく。
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４ 職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（18年度支給割合） （18年度支給割合） （18年度支給割合）

期末手当          勤勉手当 期末手当          勤勉手当 期末手当             勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算  ５～２０％ 役職加算  ５～２０％ 役職加算  ５～２０％

 管理職加算 １０～２５％ 管理職加算 １０～２５％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（2) 退職手当（１９年４月１日現在）

（支給率）              自己都合 勧奨・定年 （支給率）              自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(２％～２０％) (２％～２０％)

１人当たり平均支給額    千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

33.5

23.5

国

41.34

59.28

―

0.751.6

1.45

23.5

59.28

１人当たり平均支給額（18年度）

甲府市

59.28

33.5

甲府市

47.5

25,9194,345

0.75 1.6

3.01.45 3.0 1.45

１人当たり平均支給額（1８年度）

1,894 1,819

3.0

1.6

30.55

41.34

 現在は、懲戒処分となった職員及び勤務成績が不良である職員を除き一定の成績率による支給を行っている。昇給への勤
務成績の反映と同様に、今後は人事評価制度の本格実施を図り、評価結果に応じた支給率の設定を行っていく。

59.28

59.28

山梨県

0.75

国

30.55

47.5

59.28
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 (3) 地域手当

（１9年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

 （２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                                          

    から支給率を段階的に引き上げることとしている。       

 (4) 特殊勤務手当（19年４月１日現在）

千円

 円

 ％

手当の名称

1回100円(ただし、上限
月2,000円)

医師及び歯科医師

従事職員
ハチ等特殊害虫駆除及び犬猫等の処理業務に直接従事した
とき。

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（18年度）

地上10m以上の足場の不安定な箇所及び傾斜度平均40度以
上の急傾斜地において監督、検査、作業を行ったとき。

高所作業等手当 従事職員

主な支給対象職員 主な支給対象業務

27

動物園で動物の飼育管理に直接従事したとき 日額 160円

電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の業務に
直接従事する職員

月額4,000円

支給対象地域

医師及び歯科医師

支給実績（18年度決算）

国の制度（支給率）支給率

6

15

6

15

甲府市一般職員

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

甲府市一般職員

支給対象地域 支給対象職員数

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

支給率

2

支給実績（18年度決算）

11

1,608

左記職員に対する
支給単価

118,040

59

国の制度（支給率）

2

11

70,430

216,479

月額 3,000円

日  480円

日額300円

40.1

305,761

巡回監視

建築物審査業務に従事した建築主事

ただし、日没時から日出時までにおいて行われた
場合は、100分の50を加算した額とする。

応急作業

ただし、日没時から日出時までにおいて行われた
場合は、100分の50を加算した額とする。

日  730円

風水火震等非常時における緊急対
策として、災害の発生した箇所若しく
は災害の恐れの著しい箇所又は山
火事の発生した箇所で行う巡回監視
又は応急作業に従事した職員とき。

動物飼育手当

害虫駆除作業等手当

従事職員

従事職員

従事職員

技術管理手当

災害応急作業等手当 従事職員
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回  700円

当該職員 集中治療室看護手当

回 3,200円

介護保険料 日 300円

環境センター附属工場に勤務す
る職員

4時間未満のと
き市立甲府病院の

病棟に勤務する
職員 回 3,600円

回 1,100円

日 270円
社会福祉業務のうちケースワーカーとして直接業務に従事し
たとき。

日 300円

従事職員 臨床検査に直接従事する職員

従事職員

日  200円感染症病床の感染症患者の診療等に直接従事したとき。

月 7,500円     (ただ
し、看護師は1,000円)

従事職員

月 5,500円

放射線等の取り扱い業務に直接従事する放射線技師、放射
線科医師並びに看護師及び内視鏡室の看護師

月 2,000円

従事職員 助産師が分娩に直接従事したとき。

日 180 円
(収集車を運転したとき50
円を加算する)

農薬等の散布及び人体に有害な薬品の取り扱いに直接従事
したとき。

国民健康保険料

市立甲府病院及び環境セ
ンター附属工場に勤務する
職員で、正規の勤務時間の
一部又は全部が深夜(午後
10時から翌日午前5時まで
の間をいう。)に及ぶ業務に
従事したとき。

行旅病人

行旅死亡人

行旅病人又は死亡人の取り扱いに直
接従事したとき。

市税

市税、国民健康保険料及び介護保
険料の滞納整理に従事したとき

公共用地取得に関する事業又はこれらの事業に関連する事
業に必要な土地の取得の交渉に直接従事したとき。

従事職員

4時間以上のと
き

廃棄物、汚泥・汚水、し尿の収集処
理に直接従事したとき

斎場の火葬業務に直接従事したとき
（ただし、受付等の事務を除く）

廃棄物、汚泥・汚水、し
尿処理業務
（ただし、クレーン操作、
中央操作・制御を除く）

収集業務

従事職員

従事職員

従事職員

従事職員

集中治療室看護手当

市税等滞納整理手当

夜間業務手当

感染症診療等手当

放射線取扱手当

助産手当

臨床検査手当

感染症又は感染の疑いのある場所の調査及び消毒に従事し
たとき。

日 230 円
（附属焼却工場ホッパー
フロア清掃、整備をしたと
き1回200円を加算する）

人 1,500円

体 3,000円

日  200円

日 920円

日  300円

日  290円

日 500円

廃棄物等処理手当

行旅死亡人等取扱手当

社会福祉業務手当

用地交渉手当

有害薬品等取扱手当

防疫作業手当

火葬業務手当

従事職員

従事職員

当該職員

従事職員
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

従事職員

市立の高等学校に置かれる教務主任、学年主任、生徒指導
主事、進路指導主事及び学科主任が、教務その他の教育に
関する業務についての連絡調整及び助言に係る業務に従事
したとき

日額200円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 18 年 度 決 算 ） 309

301

(経験加算)
医師免許又は歯科医師免許取得からの経過年数 15年未満
の職員 1年につき  8,000円   15年以上の職員 1年につ
き 10,000円  (ただし、26年を上限とする)

従事職員
学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務に従事
したとき

業務に応じ日額1,500円
又は2,100円

医療職給料表（１）

院  長 100,000円
副 院 長  90,000円
診療部長  70,000円
副診療部長65,000円
診療支援部長65,000円
科長･室長 60,000
医  長  40,000
副 医 長  30,000

役職加算と経験加算の合計額（ただし、給料月額＋初任給調
整手当の100分の55以内）

1時間2,000円(ただし、上
限40,000円)

医療職給料表（１）
医療職給料表（２）
医療職給料表（３）

正規の勤務時間外に救急診療業務に従事したとき

入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務
で週休日等又は週休日等以外の土曜日若しくはこれに相当
する日に行うものに従事したとき

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 1 ７ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 17 年 度 決 算 ） 515,507

救急診療手当

医師手当

従事職員
特殊勤務手当（教員） 学校の管理下において行われる部活動における生徒に対す

る指導業務で週休日等又は週休日等以外の土曜日若しくはこ
れに相当する日に行うものに従事したとき

教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率し
て行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日等に行うものに従
事したとき

従事職員

従事職員

日額1,700円

日額1,700円

日額1,200円

545,700支 給 実 績 （ 18 年 度 決 算 ）

修学旅行、林間、臨海学校等(学校が計画、実施するものに限
る。)において生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うものに従
事したとき

従事職員

日額900円
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（6) その他の手当（１９年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

-

32,964 147,161同じ

正規の勤務時間として、午後10時から
翌日の午前5時までの間に勤務した職
員に支給

勤務した時間に対し、1時間当たりの
給与額に25/100を乗じた額

－

宿日直手当

宿日直を命ぜられた職員に支給

職種、業務等に応じ4,200円から
20,000円/回

管理職員特別勤務手当

管理職員が臨時又は緊急の必要等に
より週休日当に勤務した場合に支給

役職に応じ8,000円から11,000円/回
異なる

役職等に応じ6,000円
から18,000円を支給

同じ 38,432

86,364 54,488

9,684 30,454

254,513

休日勤務手当

祝日法による休日等に勤務した職員
に支給

勤務した時間に対し、1時間当たりの
給与額に125/100～150/100を乗じた
額

同じ

②四輪車使用者と二
輪車使用者の区分な
し

住居手当

自己所有の家、または借家等に居住
する職員に支給

① 自己所有住宅居住職員  4,300
円/月
(新築・購入から5年以内は5,300円)

② 借家・借間居住職員
 家賃の額に応じて最高29,500円/月
まで

③ ①及び②以外の職員  2,500円/
月

異なる

①2,500円/月
※新築・購入から5年
間を限度に支給

②家賃額に応じて最
高27,000円/月まで

③支給なし

通勤距離が片道2km以上の職員に支
給

① 交通機関利用者 6ヶ月定期券等
の額を一括支給（ただし、月額換算
55,000円を限度）

② 交通用具使用者
・四輪車使用者
通勤距離2㎞～20㎞のとき 距離に応
じて3,000円～11,800円を支給。
20㎞を超えるときは1kmにつき580円を
加算
・二輪車等使用者
 通勤距離に応じて2,000円～24,500
円を支給

③ ①及び②の併用者
 ①及び②によりそれぞれ算出した額
の合計額

①同じ

②異なる

③同じ

229,814

170,067 97,404

204,075

手 当 名

扶養手当

国の制度 支給職員１人当たり国の制度と

夜間勤務手当

扶養親族として配偶者、子等を有する
職員に支給

① 配偶者                13,000円/月
② 配偶者以外の扶養親族
２人目以降         6,500円/月
(配偶者がいない場合は１人目
11,000円/月)
満16歳年度初めから満22歳年度末ま
での間にある子1人につき 5,000円加
算

異なる内容

通勤手当

同じ

支給実績

（１８年度決算）内容及び支給単価 平均支給年額との異同
（1８年度決算）
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

５ 特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在）

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

月分

月分

（算定方式） （１期の手当額）  （支給時期）

給料月額 × 在職月数 × ０．５ 円 （在任期間毎）

給料月額 × 在職月数 × ０．４ 円 （在任期間毎）

(注）１ 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

9,612

597

退
職
手
当

市 長

副 市 長

171,636

167,228 955,587

140,272 1,948,227

66,333

(660,000)

３．３

議 長   （1８年度支給割合）

市 長

収 入 役

助 役 ４．４

  （1８年度支給割合）

期
末
手
当

副 議 長

議 員

議 長

議 員

副 議 長 570,000 769,000 468,000

620,000 851,000

区 分 給 料 月 額 等

報
酬

550,000

(610,000)

(590,000)

1,080,000

880,000

義務教育等教員特別手当

高等学校教育職給料表適用職員に支
給

職務の級及び号給に応じて5,000円か
ら20,200円/月

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員のう
ち、その職務の特殊性に基づき定めら
れた職にある者に支給

役職に応じ給料月額に14/100から
22/100を乗じた額

異なる
役職に応じ給料月額
に8/100から25/100を
乗じた額を支給

同じ

寒冷地手当

10月31日現在に在職する職員に支給
(旧西八代郡上九一色村の地域に在
勤する職員に該当）

在勤地及び扶養親族の人数に応じ
7,360円から17,800円

同じ

医療職給料表(1)適用職員のうち採用
による欠員の補充が困難と認められる
職に採用された職員に支給

採用日から経過した期間に応じ47,500
円から216,000円/月

初任給調整手当

736,800

536,000

950,000 722,500

25,920,000

680,000 433,400

市 長
給
料

副 市 長

（参考）類似団体における最高／最低額

1,130,000

16,896,000
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６ 職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口1,000人当たり職員数          人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数          人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数          人

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。

   ２ [     ]内は、条例定数の合計である。

計

192195

278

91

12

総務

税務

5

971

平成１８年 平成１９年

687

＜参考＞

236

236

新規事業への対応

議会

        区  分

 部  門

174

40

70

[ 0 ］

688

9.6

1,895 △ 42

77

[  2,105   ］[  2,105   ］

1,853

小 計

下水道

合  計

 公
 営
 企会
 業計
 等部
   門

病院

水道

教育部門

消防部門

対前年
増減数

149

263

92

主 な 増 減 理 由

18

430

57

議長車廃止

収納促進主幹の配置

11

職 員 数

△ 1

＜参考＞

1

△ 3 可燃ごみ集業務一部委託など

△ 2 派遣見直し

派遣見直し△ 8

△ 28

1

943

19

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

民生 157

衛生

農林水産 40

175

4.9

退職に伴う嘱託化（学校調理員）

＜参考＞

223 △ 13

1.2

431

△ 6

223 △ 13

125

契約業務見直し

1

退職者不補充

△ 3

△ 1

退職者不補充

7

土木

労働

商工

131

その他

小 計

3

54

工事件数減への対応△ 1

商工業振興の充実など

△ 15 窓口業務見直し

0
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（2)年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）

 

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考）こうふ集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率）

平成22年4月1日

平成17年4月1日

平成17年4月1日

始 期

1,863

終 期

計画期間

1,927

平成22年4月1日

55歳

～ ～

56歳

以上

計

190

△64

純減数

217

39歳 47歳43歳

△3.32

人

1,853206

数値目標

人

215 222

△64人（△3.32％）

職員数

～
32歳

59歳

人人

232

人 人人 人

185 26

51歳

純減率

～

60歳48歳 52歳

～ ～

24歳 28歳

27歳 31歳 35歳

人人

127 199

人 人

職員数

区 分

未満

～

23歳

20歳

職員数
0

人

34

20歳 40歳36歳 44歳

～～ ～

0

2

4

6

8

10

12

14

構成比

５年前の構成比

%
%
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②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１ 計画期間は、１７年～２２年の５年間である。

      ２ （ ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

   ３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   

     降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

         区  分

部  門

－

教 育

増 減

職員数

職員数

－

1,927計 職員数

25

― 723

    △１１（△44.0％）

―1,853 1,863

△ 42     △74（115.6％） △ 64△ 32

１９年

２年目 計

１８年

223

943

増 減

243

増 減

698

増 減

増 減 △ 13

－ －

△ 10等 会 計 △ 1

687職員数 688

1,895

    △２０（66.7％）

△ 28

―

公 営 企 業

△ 7

236

    －（－％）

－

－－

（参考）

―

△43（72.9％）

３年目

２０年

－

△ 30

927

△ 59

213

数値目標

―

１７年～１８年

－

１７年

△ 15

１年目

986

計画始期

971一般行政

消 防 職員数
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７ 公営企業職員の状況
 (1) 上下水道事業

   ① 職員給与費の状況

ア 決算

職員給与費  （参考）

       

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。

      ２ 職員数は、１８年３月３１日現在の人数である。

イ  特記事項

・１９年度から上水道事業と下水道事業を統合し、上下水道事業となった。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１９年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

千円 千円 

（１8年度支給割合） （１8年度支給割合）

                   期末手当 勤勉手当                    期末手当 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

        役職加算 5%～20%         役職加算 5%～20%

（注） (   )内は、再任用職員に係る支給割合である。

甲府市 （一般行政職）

1.6 0.75 1.6 0.75

１人当たり平均支給額（18年度） １人当たり平均支給額（18年度）

1,918 1,894

928,613 7,312

373,334

      区  分

1.453.0 1.45 3.0

事 業 者

244,382

千円 

 質収支

    千円 千円 

める職員給与費比率

総費用に占める

      Ｂ／Ａ

      Ａ

人

総費用区  分

Ａ  

区  分 職員数

18年度

5,092,338

甲  府  市  上  下  水  道  局

団体平均(上水）

千円 千円

平 均 年 齢

568,119 116,112

１７年度の総費用に占

一人当たり給         与         費

純損益又は実

Ｂ 

％

571,401

甲府市上下水道局 43.25

44.40

572,943

団体平均（下水）

45.30

599,580

375,666

    給与費   B/A

928,613

基本給

  計  Ｂ

平均月収額

％

18.89

千円

18.24

千円

期末・勤勉手当

     千円

下水道事業

６，８６６千円

754,404

364,939

（参考）特例市平均

一人当たり給与費

上水道事業

給  料 職員手当

６，８９５千円127

18年度

職員給与費比率
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イ 退職手当（１９年４月１日現在）

（支給率）              自己都合 勧奨・定年 （支給率）              自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％） （２％～２０％）

１人当たり平均支給額    千円 千円 １人当たり平均支給額    千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ 地域手当

（１９年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。                                                                                           

エ 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）

千円

 円

 ％

オ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

8

廃棄物等処理手当 ﾏﾝﾎｰﾙ等内部の廃棄物処理を行う職員 廃棄物処理 ２３０円／日

２００円／日

滞納整理従事手当 滞納整理に従事する職員 滞納整理 ２，０００円／月

一般行政職の制度（支給率）

甲府市 6 6

甲府市 2 176 2

25,919

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 47,437

支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（１８年度決算） 6,072

支給対象地域

59.28 59.28

59.28

41.34

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ７ 年 度 決 算 ）

事故対応のため夜間等に自宅待機する職
員

24,314

支 給 実 績 （ １ 8 年 度 決 算 ） 44,531

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ 8 年 度 決 算 ） 348

取水口の流木除去

１，５００円／月

183

平日1,700円／日、休日2,500円／日

災害対応自宅待機 平日1,700円／日、休日2,500円／日

突発事故対応自宅待機

給水停止処分 ２５０円／件

４，０００円／月

左記職員に対する支給単価

電気設備保全業務

30.55

47.5

33.5

23.5

7,078

67.03

4,34520,122 27,979

23.5 30.55

59.28 59.28

33.5 41.34

47.5

甲府市 （一般行政職）

59.28

甲  府  市  水  道  局

流木除去に携わる職員

停水処分執行手当

支給対象地域 支給率

手当の種類（手当数）

電気設備保全業務

主な支給対象業務

高圧電気取扱手当 電気設備保全に携わる職員（上記除く

給水停止作業に従事する職員

流木除去手当

電気主任技術者

支給実績（１8年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（１8年度）

災害対応待機手当 災害対応のため自宅待機する職員

38,901

電気主任技術者手当

支給職員１人当たり平均支給年額（１8年度決算）

支 給 実 績 （ １ ７ 年 度 決 算 ）

突発事故対応待機手当

手当の名称 主な支給対象職員
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カ その他の手当（１９年４月１日現在）

円

円

円通勤手当

通勤距離が片道2km以上
の職員に支給

① 交通機関利用者 6ヶ
月定期券等の額を一括
支給（ただし、月額換算
55,000円を限度）

② 交通用具使用者
・四輪車使用者
通勤距離2㎞～20㎞のと
き 距離に応じて3,000円
～11,800円を支給
20㎞を超えるときは1kmに
つき580円を加算
・二輪車等使用者
 通勤距離に応じて2,000
円～24,500円を支給

③ ①及び②の併用者
 ①及び②によりそれぞ
れ算出した額の合計額

同じ 62,409

千円同じ

7,177 千円

309,185

住居手当

自己所有の家、または借
家等に居住する職員に支
給

① 自己所有住宅居住職
員  4,700円/月
(新築・購入から5年以内
は6,000円)

② 借家・借間居住職員
 家賃の額に応じて最高
30,000円/月まで

③ ①及び②以外の職員
2,700円/月

異なる

①一般行政
職は4,000
円/月

②一般行政
職は最高
27,000円/
月まで

③一般行政
職は2,500
円/月

12,776 千円 99,811

扶養親族として配偶者、
子等を有する職員に支給

① 配偶者    13,500円/
月
② 配偶者以外の扶養親
族         6,000円/
月
(配偶者非扶養の場合は
１人目  6,500円/月)
(配偶者がいない場合は１
人目  11,000円/月)
満16歳年度初めから満22
歳年度末までの間にある
子1人につき 5,000円加
算

28,445

手 当 名 内容及び支給単価

支給実績 支給職員１人当たり一般行政職
の制度と異
なる内容 （１８年度決算）

（１８年度決算） 平均支給年額

扶養手当

一般行政職
の制度との
異同

16



円

円

円

円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

上水道事業 人 上水道事業 人 上水道事業 人 上水道事業 ％

下水道事業 人 下水道事業 人 下水道事業 人 下水道事業 ％

（参考）甲府市行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →6(3)②を参照

平成 17年 4月 1日 平成22年4月1日 甲府市全体で△64人

計画期間

数 値 目 標
始 期 終 期

-2 -3.84

133 122 11 8.27

52 54

純減数 純減率

職員数 職員数

平成17年4月1日 平成22年4月1日

2,956 千円 268,727

4,554 千円 35,578

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、
午後10時から翌日の午前
5時までの間に勤務した
職員に支給

勤務した時間に対し、1時
間当たりの給与額に
25/100を乗じた額

同じ

管理職手当

管理又は監督の地位にあ
る職員のうち、その職務の
特殊性に基づき定められ
た職にある者に支給

役職に応じ給料月額に
16/100から22/100を乗じ
た額

990,733

一般行政職
は4,200円/
回

管理職員特別勤務手当

管理職員が臨時又は緊
急の必要等により週休日
当に勤務した場合に支給

役職に応じ4,000円から
11,000円/回

同じ

宿日直手当
宿日直を命ぜられた職員
に支給  4,600円/回

異なる

0 千円 0

同じ 14,861 千円
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